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　　インパクト評価のためのロジックモデル

例︓⾼校の数学教育プログラム開発
•新しい数学教育プロ
グラム開発のための
予算
•教育プロフェッショナ
ル⼈材の配置

•新しいカリキュラムの
設計
•先⽣のトレーニング
•新しい教科書の開
発と配布

•新しい教科書を使った
授業の実施．
•数学の成績改善．

•トレーニングされた先⽣
5000⼈（無形資産）
•新しい教科書10,000
冊配布（有形資産）

•所得の増加
•貧困の削減
•社会の更なる発展

出典︓Gertler, P.J. et al. (2016)

INPUT ACTIVITIES OUTPUTS OUTCOMES FINAL OUTCOMES

財源，⼈的資本等
のリソース

財源，⼈的資本を
投⼊しプログラムをつ
くりあげるための種々

の活動

活動に基づく⽣産物 ⽣産物の利⽤ プロジェクトの最終⽬
標
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バスタプロジェクトへのロジックモデルの適⽤

バスタプロジェクト
•バスタ整備の予算 •バスタの設計

• リンク×ノード×マネジメント
•旅客利便の増進
•交通マネジメント機能の強化
•防災機能の強化

•歩⾏者ネットワークの強化
• 導線・施設配置の最適化
• バリアフリー化
• 待合環境の改善
• 歩⾏者の休憩スペース
•交通結節点の強化
• バス停集約化・ターミナル化
• インバウンド対応
• 災害時の⼀時滞在
• 鉄道等他のモードとの連携
•官⺠連携による整備・管理
運営
• まちづくり・他事業との連携
• イベントの実施

•地域の活性化
•災害対応の強化
• (⽣産性の向上)

INPUT ACTIVITIES OUTPUTS OUTCOMES FINAL OUTCOMES

財源，⼈的資本等
のリソース

財源，⼈的資本を
投⼊しプログラムをつ
くりあげるための種々

の活動

活動に基づく⽣産物 ⽣産物の利⽤ プロジェクトの最終⽬
標

出典︓第2回委員会資料

↑これらのアウトカムは制度等のソフトに依存．
↑ハード ソフト

本質的にソフト
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問題意識
• 無形資産としてのバスタ

– 「バスタ」のシステム境界はどこか︖≒ どこまでをガイドラインに含めるか︖
• 「バスタ」とは有形資産のみを指すのか．
• 「バスタ」は有形資産＋無形資産双⽅を含むのか．

– 最終⽬標を考えると無形資産も含めて「バスタ」とした⽅が良いのでは．
1. 上位の制度は⼤型プロジェクト実施時に導⼊するのが効率的．
2. 新たなモビリティサービスが次々と⽣まれており，協働のかたちがますます複雑に．

• 多くの無形資産は，内部の⼈たちの⾃発的な取り組みによって
出来上がってくる性質が強い（ ≓ 事前に詳細を作り込める類の
資産ではない）
– 詳細を作り込むのではなく，抽象度を⾼め，バスタが満たすべきマネジメ

ント上の基礎要件をガイドラインに明記できないか．（「連携」でとまらずに，協働
を促す仕組み（制度設計）に踏み込めないか）
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基礎要件＝⽴憲的選択ルール
協働を促す制度の階層性
• 制度の考案

– ＝多段階ゲームにおいて協調戦略を作り出すことを⽬指す
• 制度の階層性 (Ostrom and Walker, 1997)

1. 運⽤ルール (operational rules)
• 参加者によって⾏われる⽇々の決定に直接的に影響

– 例︓バス運⾏スケジュール，ターミナルゲートの割り当て
2. 集合的選択ルール (collective choice rules)

• 運⽤ルールを変更することを通じ⽇々の活動や結果に間接的に影響
– 例︓運⽤ルールを誰がどう定めるか，責任及び便益の分配

3. ⽴憲的選択ルール (constitutional choice rules)
• 集合的選択ルールの考案において誰が資格を持つか，集合的選択ルールをどの

ように定めるかに関する決定を通じ⽇々の活動や結果に間接的に影響
– 例︓集合的選択ルールを誰がどう定めるか，ルールを破った場合の処罰

• 運⽤ルールが⼀連の集合的選択及び⽴憲的選択ルールと関連付け
て採⽤されていることが重要 (Ostrom and walker, 1997)．

• ⽴憲的選択ルールの基本⽅針をガイドラインに⼊れられないか．
– 上位のルールを定める機会として「バスタ」を活⽤する．
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なぜ⽴憲的選択ルールか︖

バス
事業者A

バス
事業者B

道路
管理者A

⾃治体
A課

⾃治体
B課

県
バス協会

・
・
・

タクシー
事業者A

鉄道
事業者A

マルチモー
ドバスタ

ハイウェイ
バスタ

地域のバ
スタ

 多くのステークホルダーが存在
 事業者間の対⽴を不可避的に内包
 ⾮協⼒ゲーム的問題構造
 協調を⽣み出すための必要なエフォート⼤

 ステークホルダーが少数かつ顔⾒知り
 問題意識は既に共有，⾃発的な協調が⽣じやすい
 協⼒ゲーム的問題構造
 協調を⽣み出すための必要なエフォート⼩

Collective Impact Initiatives

オストロムのコモンズの設計原理

役に⽴ちそうな理論的補助線︓

役に⽴ちそうな理論的補助線︓
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基礎要件を定める制度設計原理︓例①
オストロムのコモンズの設計原理 (Ostrom, 1990)

• コモンズの⻑期的な存⽴条件
– 境界︓コモンズの境界がはっきりしていること
– 地域性︓利⽤ルール、⽤役ルール等が地域的条件と調和していること
– 参加︓構成員がルール変更の意思決定に参加できること
– 監視︓構成員間でモニタリングが⾏われていること
– 段階的罰則︓コモンズルールの違反軽重に対応した制裁段階が設けら

れていること
– 紛争解決機構︓利⽤者間の利害不⼀致の調整機関があること
– ⾃治︓コモンズルールの⾃治権が外部権⼒により承認されていること
– 組織階層性︓コモンズがより⼤きなシステムの⼀部である場合には，コモ

ンズルールがシステムの多層のルールのなかに埋め込まれていること
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基礎要件を定める制度設計原理︓例②
• Collective Impact (Kania & Kramer, 2011)

– 「異なるセクターから集まった重要なプレイヤーたちのグループが，特定の複
雑な社会課題の解決に向け，共有のアジェンダに対して⾏うコミットメン
ト」

• 多様な利害関係者が集団として成功するための5つの条件
– 共通のアジェンダ

• 共有のアジェンダがあり，関わりうるあらゆるプレーヤーが参画していること
– 相互に補強し合う活動

• 集団・個々への影響を理解し，各々の活動が互いに補強し合うようになっていること
– 共通の測定⼿法

• 定性的・定量的データを重視し，成果の測定⼿法をプレーヤー間で共有していること
– 継続的なコミュニケーション

• 継続的な学習機会を設け，プレーヤー同⼠が常にコミュニケーションをとっていること
– バックボーン組織

• プレーヤーたちをコーディネイトする専任のスタッフがいる組織があること
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海外事例︓ドイツ運輸連合（1/2）
• 運輸連合
– もとは交通事業者間の協働組織．プロトタイプは存在しない．

• 共通のアジェンダ
– 主体間の連携を通して，「⼀元化された運賃体系のもと１枚の乗⾞

券で，互いに有機的に連結された公共交通機関が利⽤できる」ように
し，公共交通利便性向上を図る．
» 1973年に，カルテルにはあたらないと判断．
» 改正地域公共交通活性化再⽣法等が2020年11⽉27⽇に施

⾏，⽇本においても独占禁⽌法の適⽤外に．
– 現在では，郵送の実施を委託する交通事業者の選定や，

エリア内の交通全般のコーディネーターの役割（バックボーン
組織）を担うケースも．

参考⽂献︓⼟⽅⽒資料 (⽇本都市センター, 2020) 9



海外事例︓ドイツ運輸連合（2/2）
• 新しいモビリティへの対応
– ドイツ鉄道によるMaaSプラットフォーム（DBナビゲーター）の

開発
• カーシェアリング，ライドシェアリング，⾃動運転バスの運⾏
• ほぼすべての主要都市の運輸連合と連携．
• そもそも運輸連合の⽬的がMaaSそのもの．

– ただし，交通システムのガバナンスの良し悪しは，他の様々
な要因に影響を受けるため，⼀概にドイツ運輸連合⽅式が
良いとは⾔えない (Lonnroth, 2019)．
• Uber等の配⾞サービスを提供するグローバル企業は交通システムに

組み込まれにくい側⾯も．

参考⽂献︓⼟⽅⽒資料 (⽇本都市センター, 2020) 10



海外事例︓⽶国・都市圏計画機構
• ⼈⼝５万⼈以上の都市圏においては「都市圏計画機

構（Metropolitan Planning Organization）」と
呼ばれる広域交通計画主体の設置が義務に．

• 各交通プロジェクトが連邦補助⾦を受けるためには、そ
の都市圏のMPOが策定する⻑期計画に位置づけられ
なければならないことも規定．
– バスタプロジェクトにもこれに類似する規定を置くべきかどうか．

参考⽂献︓2009年12⽉18⽇第5回国⼟審議会⼤都市圏政策ワーキングチーム資料 11



海外事例︓
サンフランシスコベイエリア都市圏交通委員会
• 他のMPO同様，計画，資⾦調達，調整の機能を果たす

が，更に多様な交通モードを扱う．
– 道路と運輸を分けずに扱い，橋やトンネルの使⽤料を収受．
– ⼤きな意思決定が可能なボードを形成（次⾴）．

• 災害時の交通マネジメントにおいては決定的に重要．
– 様々な⺠間企業のサービスを積極的に活⽤．

• Waze Carpool, Lyft scooters, Uberによるデマンドバス運⾏, etc.

• ⽴憲的選択ルールは，新たなモビリティの導⼊形態にも⼤
きな影響を及ぼし得る．
– ドイツの⽴憲的選択ルール

→ 主にドイツ鉄道による内部開発．
– サンフランシスコの⽴憲的選択ルール

→ スタートアップ企業等を積極的に活⽤．
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サンフランシスコ都市圏交通委員会
ボードメンバー(2020年12⽉6⽇閲覧)

Regional agencies
State/federal agencies

13



バスタに係る⽴憲的選択ルールの基本⽅針
（※アイデア出し）

• 共通アジェンダの設定に関する要件
– 地域の公共交通事業者，地域住⺠の合意を得た「共通のアジェンダ」を

設定すること／地域公共交通網形成計画にバスタを位置付けること
• 運営主体，運営⽅針に関する要件

– ⾃治体（交通，防災），地域内の主要な公共交通事業者が参画す
る運営団体が主体となってバスタを運営すること

– バスタを利⽤する事業者に，運営効率化，サービス向上，他事業者と
の積極的な連携に対してインセンティブを与えるような形で運⽤すること

– 新たなモビリティ⼿段の導⼊検討を⾏うための連絡窓⼝を設けること
– 必要に応じて，ターミナル内にモビリティマネジメントセンター／モビリティデ

ザインセンターを配置すること
• バスタ間の連携に関する要件
• 運⾏データの共同利⽤に関する要件
• バックボーン組織に関する要件
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